
危
険
物
取
扱

試
験
受
験
案
内

■
試
験
の
種
類

丙
種
、
乙
種
（
第
４
類
）

■
試
験
の
日
時
　
６
月
1
8日
剛

1
0：
4
5～
1
2：
0
0
　
（
内
種
）

1
3・
3
0～
1
5：
3
0（
乙
種
第
４
類
）

■
試
験
場
所
　
長
門
市
東
深
川
正

明
市
３
区
　
長
門
消
防
本
部

■
受
験
願
書
の
受
付
期
間

４
月
1
7
日
月
～
５
月
９
日
火

■
受
験
資
格
　
甲
種
を
受
験
す
る

に
は
、
一
定
の
資
格
が
必
要
で
す
。

乙
種
及
び
丙
種
に
は
資
格
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん
。

■
受
験
手
続
　
受
験
願
書
は
、
長

門
地
区
消
防
本
部
及
び
長
門
地
区

消
防
署
西
部
出
張
所
（
油
谷
町
）

に
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
長
門
地

区
消
防
本
部
予
防
課
危
険
物
係
ま

で
　
　
0
8
3
7
2

②
3
1
1
1

危険物取扱者
消防整備士制度改正

危
険
物
取
扱
者
、

消
防
設
備
士
に
関
す

る
法
令
が
改
正
さ
れ

そ
の
一
部
が
平
成
元

年
４
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

・
甲
種
、
乙
種
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
受

験
資
格
の
う
ち
６
ヵ

月
の
実
務
経
験
が
不

要
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
乙
種
危
険
物
取

扱
者
の
資
格
を
お
持

ち
の
方
が
甲
種
危
険

物
取
扱
者
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、

従
来
通
り
二
年
間
の
実
務
経
験
が

必
要
で
す
。

・
危
険
物
取
扱
者
、
消
防
設
備
士

の
免
状
が
携
帯
に
便
利
な
カ
ー
ド

方
式
に
な
り
ま
す
。

・
危
険
物
取
扱
者
、
消
防
設
備
士

の
免
状
に
つ
い
て
は
、
1
0年
に
一

回
の
写
真
の
貼
り
替
え
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

・
危
険
物
収
扱
者
、
消
防
設
備
卜

の
免
状
交
付
等
手
数
料
が
次
の
よ

う
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

交
付
2
0
0
0
↓
2
8
0
0
円

再
交
付
1
0
0
0
↓
1
8
0
0
円

書
換
え
５
０
０
↓
７
０
０
円

写
真
書
換
え
1
6
0
0
円

Λ
問
い
合
せ
∇
長
門
地
区
消
防
本

部
予
防
課
危
険
物
係

0
8
3
7
2
②
3
1
1
1

銃
の
検
査
を
受
け
よ
う

一
、
山
口
県
公
安
委
員
会
で
は
、

四
月
中
を
銃
砲
の
一
斉
検
査
を

行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
検
杏
は
、
許
可
を
受
け
て

所
持
し
て
い
る
銃
砲
が
、

〇
盗
難
に
か
か
っ
た
り
紛
失
し
て

い
な
い
か
。

〇
保
管
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

か
。

〇
所
持
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変

更
が
生
じ
な
が
ら
そ
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
な
い
か
。

な
ど
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
も
の

で
す
。

二
、
検
査
日
時
、
場
所

Ｏ
三
隅
地
区
、
四
月
一
五
日
午
前

九
時
丘
○
分
か
ら
正
午
ま
で
の
問

農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

検
査
に
当
っ
て
は
、
必
ず
許
可

を
受
け
て
い
る
本
人
が
、
検
査
を

指
定
さ
れ
た
日
時
場
所
へ
銃
砲
と

所
持
許
可
証
を
持
っ
て
検
杏
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

な
最
寄
り
の
駐
、
派
出
所
又
は
防

犯
係
へ
連
絡
し
て
下
さ
い
。

建
築
士
試
験
実
施

■
試
験
日
時
及
び
試
験
の
場
所

・
「
学
科
」
７
月
９
日
日

防
府
市
岡
村
町
２
の
１

山
口
県
立
防
府
高
等
学
校

一
「
設
計
製
図
」
９
月
1
7
日
日

防
府
市
中
央
町
３
の
１

山
口
県
立
防
府
商
業
高
等
学
校

■
受
験
案
内
及
び
申
込
書

４
月
1
0日
よ
り
山
口
県
建
築
士
会

及
び
建
築
士
会
各
支
部

■
受
験
申
込
み
受
付
期
間

４
月
1
7
日
囲
か
ら
４
月
2
1
日
金

■
問
い
合
せ
及
び
申
込
書
受
付
場

所
山
口
市
犬
手
町
３
１
８
　
山
口
県

建
築
士
会
　
　
　
〇
八
三
九
2
2
五
一
一
四

国
民
年
金
保
険
料
４
月
か
ら
８
、０
０
０
円

年金に必要な財源は、加入者の

みなさんに納めていただいた保険

料と国庫負担金によってまかなわ

れていますが、なかでも保険料は

年金を支える大きな柱となってい

ます。平均均寿命の伸びとともに、

受給者が増え、年金を 支払う費用

も年々増加しています。

この財源を確保するために段階

的に保険料を引き上げていくこと

が必要です。

被保険者のみなさんの負担は増

えますが、年金制度は、順送りに
若い世代がお年寄りの世代を扶養

していくというものです。

みなさんも、やがては年金を受

ける世代となります。そのときに

はきっと年金が、支えとなること

は確実であります。なお、付加保

険料は、今までどおり、 １ヵ月

400円の ままです。

国民年金は、要件を満たしたす

べての人が受けることのできる人

切な権利ですから保険料の未納の

ないよう必ず納期までに納めましょ

う。保険料の納付には、前納・口

座振替制度のご利用を／

国民年金の問い合わせ、ご相談

は、萩社会保険事務所・役場民生

課へ。

短
歌三

隅
短
歌
会

（
三
月
）

山
茱
萸
の
黄
色
の
小
花
は
群
れ
咲

き
て
そ
ぼ
降
ろ
雨
も
黄
に
染
ま
ら

む
　
　
　
　
　
　
　

臼
井
　
麻
子

旅
立
ら
の
季
の
間
近
か
水
の
辺
に

毛
づ
く
ろ
い
な
す
鴨
の
群
見
ゆ

吉
村
　
恵
子

冷
雨
降
ろ
御
苑
を
あ
と
に
み
枢
は

粛
粛
進
み
ぬ
武
蔵
野
の
地
へ

上
田
　
愛
子

す
み
の
ぼ
る
月
に
水
面
の
曇
り
な

く
白
木
蓮
の
花
の
静
め
る

石
村
　
栄
助

寿
司
折
を
一
つ
ぶ
ら
さ
ぐ
る
夫
の

背
に
お
ぼ
ろ
の
月
は
淡
き
影
ひ
く

村
田
　
敦
子

夕
庭
に
仄
か
に
浮
か
ぶ
実
桜
の
木

ぬ
れ
白
々
花
明
り
せ
る伊

藤
シ
ズ
ヱ

可
愛
孫
の
あ
の
顔
丿一
の
顔
浮
か
び

っ
ヽ
足
腰
さ
す
り
今
日
も
造
林

堀
　
光
太
郎

ひ
も
す
が
ら
イ
チ
ブ
積
み
終
え
入

浴
に
湯
の
花
入
れ
て
浸
る
ぬ
く
も

り
　
　
　
　
　
　
　
　
久
行
　
コ
ト
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